
 

第７章 推進体制と進行管理 

⽬指す将来像を実現するため，都市交通戦略を推進するにあたっては，ＰＤＣＡサイクルの

考え⽅に基づき，施策・事業の成果を確認するなど，定期的に計画の進⾏状況を確認するとと

もに，データの検証などにより⽬標達成状況を確認しながら，平成３５（２０２３）年度には

中間⾒直しを⾏うとともに，必要に応じて随時計画や⽬標の⾒直しを⾏っていくこととします。 

そのため，市 ，交通事業者， 政の３者が協働して施策・事業を推進するとともに，都市交

通戦略を進⾏管理する組織を設置します。 

都市交通戦略を推進する組織において事業を進⾏管理することで，⾏政は，誰もが移動しや

すい交通ネットワークの形成に必要な交通環境を整備するための施策事業を積極的に実施もし

くは交通事業者等を⽀援し，交通事業者は，誰もが移動しやすい交通ネットワークの形成とと

もに更なる顧客サービスの向上や交通事業の持続性の確保につながる事業を積極的に実施し，

市 は 政等に協 して積極的に公共交通を利 するよう努めることとし，以下のとおり各主

体の役割分担を定めます。 

 

■ ＰＤＣＡサイクル 
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■ 市民・交通事業者・行政の各主体の役割 

 

主 体 役  割 

市 民 

・ 公共交通の役割や重要性について理解と関心を深める 

・ 鉄道やＬＲＴ，バスなどの公共交通を積極的に利用する 

・ 自家用車と公共交通，自転車などを適切に使い分けする 

・ 行政や交通事業者が実施する施策・事業へ協力する 

交通事業者 

・ 利用者ニーズを把握し，対応した公共交通サービスを提供する 

・ 公共交通の利便性を向上させる 

・ 公共交通の利用促進策を実施する 

・ 自ら事業を推進するとともに，行政が実施する施策事業に協力する 

行 政 

・ 持続可能な公共交通ネットワークを構築する 

・ 交通事業者が行う事業に対して適切な支援を行う 

・ 公共交通利用促進に関する市民への意識啓発や情報提供を行う 

・ 交通戦略に位置付けた施策事業を推進する 

・ 交通戦略を推進する組織を運営する（事務局） 

 

 

■ 組織の体系 
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